
こ保運第 1458 号 

令和２年6月15日 

横浜保育室 設置者 様 

こども青少年局保育・教育運営課 

保育・教育運営課長 

 

令和２年度 重大事故防止を目的とした巡回訪問の実施方法について(送付) 

 

 

 日頃から、本市の保育・教育事業に御理解と御協力をいただきありがとうございます。 

 さて、横浜市では平成 30 年度より、保育施設における重大事故を予防し、保育の質の

向上を目的とした「巡回訪問」を実施しております。複数年かけて全施設を訪問する事業

で、現在、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、訪問は控えておりますが、事故防

止に関するチラシ・通信などを送付することとなりました。 

 つきましては、事故防止に関する「巡回訪問つうしん第 1 号」、「誤飲・誤嚥を防ぎまし

ょう（チラシ）」及び、保育を行う上で重要な『子どもを尊重する』ことや『子どもの人権

擁護』について改めて意識を高め、自らの保育を振り返ることができる「よりよい保育の

ためのチェックリスト」を別紙のとおり送付いたします。施設内での回覧・掲示・園内研

修などにお役立てください。 

今後、巡回訪問を再開する際には、日程調整等のご依頼を送付いたしますので、ご協力

いただきますようお願いします。 

 

 また、今後の相談活動等の参考にするために、アンケートを実施いたします。ぜひご協

力をお願いいたします。アンケートは同封の返信用封筒をご利用いただくか、アンケート

表紙の QR コードから回答をお願いします。 

 

保育施設を運営する中で事故防止などに関して、疑問・御相談があれば、下記担当まで

ご連絡ください。 

 

 

＜送付物＞ 

１巡回訪問つうしん…1 部 

２誤飲・誤嚥を防ぎましょう（チラシ）…1 部 

３よりよい保育のためのチェックリスト…1 部 

４事故防止に関するアンケート…１部 

５アンケート返信用封筒…1 部 

 

 

＜アンケートの〆切＞ 

〆切：７月 10 日（金） 

 

こども青少年局保育・教育運営課 

巡回訪問担当 

TEL：045-671-3564 

ぜひアンケートにご協力を 

お願いします！ 
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